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「心理的負荷による精神障害の認定

基準」が改正されました 

 

◆改正の背景 

 「心理的負荷による精神障害の認定基

準」が改正され、令和５年９月１日に通

知されました。精神障害・自殺事案につ

いては、これまで平成 23 年策定の「心

理的負荷による精神障害の認定基準につ

いて」に基づき労災認定が行われていま

した。「精神障害の労災認定の基準に関

する専門検討会」（厚生労働省）は、社

会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知

見を踏まえて検討を行い、今年７月にそ

の報告書が取りまとめられたことを受け、

今回の改正となりました。 

◆改正のポイント 

認定基準改正のポイントとなるのは次

の３点です。 

① 業務による心理的負荷評価表(※)の

見直し 

・具体的出来事「顧客や取引先、施設

利用者等から著しい迷惑行為を受

けた」（いわゆるカスタマーハラス

メント）を追加 

・具体的出来事「感染症等の病気や事

故の危険性が高い業務に従事した」

を追加 

・心理的負荷の強度が

「強」「中」「弱」と

なる具体例を拡充（パ

ワーハラスメントの６

類型すべての具体例の

明記等） 

 ※実際に発生した業務による出来事を、

同表に示す「具体的出来事」に当てはめ

負荷（ストレス）の強さを評価 

② 精神障害の悪化の業務起因性が認め

られる範囲を見直し 

・悪化前おおむね６カ月以内に「特別

な出来事」がない場合でも、「業務

による強い心理的負荷」により悪化

したときには、悪化した部分につい

て業務起因性を認める 

③ 医学意見の収集方法を効率化 

・専門医３名の合議により決定してい

た事案について、特に困難なものを

除き１名の意見で決定できるよう

変更 

 

労災事案を防ぐためにも、従業員の心

理的負荷の軽減について検討していきま

しょう。 

【厚生労働省「心理的負荷による精神障

害の労災認定基準を改正しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_34888.html 

 

｢業務改善助成金｣が拡充されます 

 

 ８月 31 日から、事業場内最低賃金の

引き上げを図る中小企業・小規模事業者

の生産性向上に向けた取り組みを支援す

るための「業務改善助成金」制度が拡充

されます。 

◆対象を事業場内最低賃金と地域別最低
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賃金の差額 50 円以内の事業場に拡大 

対象となる事業場が、事業場内最低賃

金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内

の事業場から 50 円以内の事業場に拡大

されます。 

◆一定の条件を満たす事業者は賃金引上

げ後の申請が可能 

通常の業務改善助成金は、事前に賃金

引上げ計画・事業実施計画（設備投資等

の計画）などを管轄の都道府県労働局に

提出し、審査を受けて交付決定されてか

ら計画に沿った賃金の引上げを行うとい

う流れになります。 

今 回 の 拡 充 に お い て は 、 事 業 場 規 模

50 人未満の事業場が対象の期間内に賃

上げを実施した場合に限り、賃金引上げ

後の申請が可能となります。対象の期間

は、令和５年４月１日から令和５年 12

月 31 日です。実施後の申請では、賃金

引上げ結果・事業実施計画の提出が求め

られます。賃金引上げ計画の提出は不要

です。 

◆助成率の区分となる金額の引き上げ 

(a) 助成率９／10 

事業場内最低賃金が 870 円未満から

900 円未満に拡大 

(b) 助成率４／５（９／10） 

事業場内最低賃金が 870 円以上 920

円未満から 900 円以上 950 円未満に拡

大 

(c) 助成率３／４（４／５） 

事業場内最低賃金が 920 円以上から

950 円以上に拡大 

※（ ）内は生産性要件を満たした事業者

の場合 

人材確保等の観点から、賃金引上げの

動きは今後も続く見込みです。今回の拡

充によって対象となる事業者については、

積極的に業務改善助成金を活用していき

ましょう。ご検討の際は弊所にご相談く

ださい。 

【厚生労働省「業務改善助成金拡充リー

フレット」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/1

1200000/001140680.pdf 

定期健康診断項目の見直しについて 

 

どこの会社でも年に一度は定期健康診

断が行われていることと思いますが、こ

の健康診断について、厚生労働省が検査

項目を見直すことを議論します。この秋

から検討会を立ち上げて議論し、早けれ

ば 2025 年度から検査項目を入れ替え

て実施するとされています。 

◆廃止または変更が指摘されている主な

項目 

○胸部Ｘ線検査 

Ｘ線検査による肺がんの発見は精度が

低く、無駄ではないかといわれるように

なりました。胸部Ｘ線検査に代わる案と

しては、被ばく量の少ない胸部ＣＴ検査

が挙げられており、しかもＣＴ検査だと

Ｘ線で見つけられないがんも見つけられ

るとのことです。 

○心電図検査 

年齢の高い方は不整脈や心筋梗塞の恐

れがあるため心電図検査をやったほうが

いいかもしれませんが、若い世代では異

常が見つかるケースが非常に少ないそう

です。 

○空腹時血糖検査 

問題なのはどちらかというと食後の高

血糖（隠れ糖尿病）で、放置すると脳卒

中や心臓疾患にもなるので、食べた後の

血糖値の状態がわかる検査もしたほうが

良いといわれています。 

◆加えた方が良いと指摘されている主な

項目 

○骨密度検査 

骨粗鬆症になると寝たきりになって認

知症にも影響するため、加えるべきだと

いう声が多くあります。 

○月経困難症や更年期障害など女性に特

化した項目 

「 女 性 版 骨 太 の 方 針

2023」 に も 盛 り 込 ま れ

ました。症状に個人差が

あることから、まずは医

師の問診に追加する方法

が有力です。 


